
平成22年度診療報酬改定における主要改定項目について

V高齢者医療の診療報酬についての診療報酬について

第 1 基本的な考え方

社会保障審議会医療保険部会において、75歳以上という年齢に着目した診療報酬体系については、後期高齢者医療制度本体の見直 しに先行

して廃止することとされた。この方針に基づき、診療報酬体系において「後期高齢者」という名称を削除するとともに、各項目の趣旨・目的

を踏まえた見直しを行い、原則として対象者を全年齢に拡大する。

第 2 具体的な内容
1.対象者を全年齢に拡大する項目

(1)医科診療報酬における項目

①後期高齢者特定入院基本料

後期高齢者特定入院基本料について、名称から「後期高齢者」を削除するとともに、対象者を全年齢に拡大する。ただし、新たに対象

となる患者については、退院支援状況報告書の提出により当該入院基本料の算定ではなく従来どおりの出来高による算定も可能とする。
「重点課題 2-1-① 」の第 2の 5 を参照のこと。
→ (参照)5 後期高齢者特定入院基本料について、名称から「後期高齢者」を削除するとともに、75歳以上に限定 していた対象年

齢の要件を廃止する。ただし、新たに対象となる患者については、退院支援状況報告書の提出により、当該入院基本料

の算定ではなく、従来どおりの出来高による算定も可能とする。

現  行 改定案

【後期高齢者特定入院基本料】 (1日 につき)

[対象者 ]

特定患者 (高齢者医療確保法の規定による療養の給付を受ける者

(以下「後期高齢者」という。)で ある患者であつて、当該病棟

に 90日 を超えて入院する患者 (Bllに厚生労働大臣が定める状態等

にあるものを除く。))

【特定入院基本料】 (1日 につき)

[対象者]

特定患者 (当該病棟に 90日 を超えて入院する患者 (別 に厚生労働
大臣が定める状態等にあるものを除く。))

②薬剤情報提供料の後期高齢者手帳記載加算

現在、入院中又は入院外において使用又は投薬された主な薬剤や副作用の情報を、薬剤の重複投与や副作用の防止等の観点から、薬剤

服用歴を経時的に管理できる手帳 (いわゆる「お薬手帳」)に記載 し、地域の医療機関や薬局で共有 し、管理できるようにする取組を現

行上評価 している。
こうした薬剤管理に係る取組は年齢を問わず重要であることから、対象者を全年齢に拡大する。ただし、必ず しも「お薬手帳Jへの記

載を要しない場合もあることから、患者の求めがあつた場合にのみ算定することとする。

抜粋

現  行 改定案

【薬剤情報提供料】    10点
注2 後期高齢者手帳記載加算 5点

後期高齢者である患者に対して、処方した薬剤の名称を当該患者
の手帳に記載した場合に、所定点数に加算。

【薬剤情報提供料】     10点
注 2 手帳記載加算   3点 改

処方 した薬剤の名称を当該患者の求めに応 じて手帳に記載 した

場合に、所定点数に加算。



③後期高齢者退院時薬剤情報提供料
後期高齢者が入院中に服用した主な薬剤の情報の管理が退院後にも継続的に行えるような取組を現行上評価している。
こうした薬剤管理に係る取組は年齢を問わず重要であることから、対象者を全年齢に拡大するとともに、現在では同趣旨の評価であるため併算定

できないこととされている薬剤管理指導料の退院時服薬指導加算と統合した評価とする。

④後期高齢者処置及び後期高齢者精神病棟等処置料
医療機関において褥癒等を予防する取組を促進するため、入院期間が 1年 を超える後期高齢者に対して褥麿等の処置を行つた場合の費

用を現行上包括評価としている。
こうした長期の入院医療を要する患者における褥清等の予防は年齢を問わず重要であることから、対象者を全年齢に拡大する。

現  行 改定案

【後期高齢者退院時薬剤情報提供料】
100点

注 後期高齢者である患者の入院時に、当該患者が服薬中の医薬品

等について確認するとともに、当該患者に対 して入院中に使用した

主な薬剤の名称 (副作用が発現 した場合については、当該副作用の

概要、講じた措置等を含む。)に関して当該患者の手帳に記載した

場合に、退院の日 1回 に限り算定する。

【薬剤管理指導料】
注 退院時服薬指導加算 501讚

患者の退院時に当該患者又はその家族等に対 して、退院後の在宅で

の薬剤の服用等に関する必要な指導を行つた場合は退院の日 1回 に

限 り、加算する。

【退院時薬剤情報管理指導料】
90点 改

注 患者の入院時に当該患者が服薬中の医薬品等について確認する

とともに、当該患者に対 して入院中に使用した主な薬剤の名称 (副

作用が発現 した場合については、当該副作用の概要、講 じた措置等

を含む。)に関して当該患者の手帳に記載 した上で、退院に際して

当該患者又はその家族等に対 して、退院後の薬剤の服用等に関する

必要な指導を行つた場合に、退院の日 1回 に限り算定する。

(廃止)



現  行 改定案

【後期高齢者処置】
(1日 につき) 12点

注 1 高齢者医療確保法に規定する療養の給付を提供する場合で

あつて、入院期間が 1年を超える入院中の患者に対して褥鷹処置を

行つた場合、その範囲又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。

2 当該褥麿処置に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

【後期高齢者精神病棟等処置料】
15点

注 1 高齢者医療確保法に規定する療養の給付を提供する場合で

あつて、結核病棟又は精神病棟に入院 している患者であつて入院期

間が 1年 を超えるものに対して、倉1傷処置や皮膚科軟膏処置を行つ

た場合、その種類又は回数にかかわらず、F~f定 点数を算定する。

イ 創傷処置 (熱傷に対するものを除く。)

(1)100面以上 500cポ未満

(2)500面以上 3,000o縣未満
口 皮膚科軟膏処置

(1)100面以上 500面未満

(2)500o縣 以上 3,000o面未満

【長期療養患者褥清等処置】

(1日 につき)     24点 改

注 1 入院期間が 1年 を超える入院中の患者に対して褥鷹処置を

行つた場合、その範囲又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。

2 当該褥麿処置に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

【精神病棟等長期療養患者褥億等処置】
30点 改

注 1 結核病棟又は精神病棟に入院 している患者であつて入院期間

が 1年を超えるものに対 して、創傷処置や皮膚科軟膏処置を行つた

場合、その種類又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。

イ 倉1傷処置 (熱傷に対するものを除く。)

(1)100面 以上 500o晰未満

(2)500o面以上 3,000面未満
口 皮膚科軟膏処置

(1)100面 以上 500o甫未満

(2)500面 以上 3,000oぽ 未満

(2)後期高齢者在宅療養口腔機能管理料 (歯科診療報醸 )

在宅歯科医療が必要な患者に対して、その身心の特性や歯科疾患の罹患状況等を総合的に勘案し、よりきめ細かな歯科疾患等の管理を

行うため、後期高齢者口腔機能管理料を廃止 し、歯科疾患在宅療養管理料を新設する。
「Ⅲ-5」 の第 2の 3 を参照のこと。
→ (参照)3 後期高齢者在宅療養口腔機能管理料の廃止及び歯科疾患在宅療養管理料の新設

在宅歯科医療が必要な患者に対して、その心身の特性や歯科疾患の罹患状況等を総合的に勘案し、よりきめ細かな歯科疾患

等の管理の評価を行うため、後期高齢者在宅療養口腔機能管理料を廃止し、歯科疾患在宅療養管理料を新設する。

後期高齢者在宅療養回腔機能管理料 (月 1回 )180点 → 廃止

新  歯科疾患在宅療養管理料 (月 1回 )

在宅療養支援歯科診療所の場合 140点
(口 腔機能管理加算 50点 )

その他の場合         130点



[算定要件 ]

(1)在 宅療養支援歯科診療所又はその他の歯科保険医療機関に属する保険医である歯科医師が、在宅又は社会福祉施設等

において療養を行つている通院困難な患者に対して歯科訪間診療料を算定した場合であつて、歯科診療を行うに当たり、

当該患者の心身の特性や、歯科疾患の状態、日腔機能の状態、総合的な医療管理の必要性等を踏まえ、継続的な管理を

行う必要がある患者を対象とする。

(2)患者又はその家族の同意を得て、管理計画書を作成 し、その内容について説明を行い、管理計画書を提供 した場合又

は 1回 目の歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者に対 して提供した管理計画書に基づく継続的な管理を行つている場

合であつて、その内容について説明を行い、当該管理計画書を提供した場合に月 1回に限 り算定する。

(3)2回 目の歯科疾患在宅療養管理料は、 1回 目の歯科疾患在宅療養管理料の算定月の翌月以降月 1回に限り算定する。

(4)管理計画書には、患者の基本情報 (全身の状態、基礎疾患の有無、服薬状況等)、 口腔内の状態、実施 した検査結果

の要点等の情報を記載する。

(5)在宅療養支援歯科診療所に属する歯科医師が当該患者の回腔内の状態に応 じて口腔機能評価を行い、当該評価結果を

踏まえて管理を行つた場合には、日腔機能管理加算として、月 1回 に限り所定点数に加算する。

(6)歯科疾患管理料、歯科特定疾患療養管理料及び歯科矯正管理料は別に算定できない。

(3)後期高齢者薬剤服用歴管理指導料 (調剤報酬)

現行の後期高齢者薬剤服用歴管理指導料については、後期高齢者以外の患者における薬剤服用歴管理指導料と薬剤情報提供料を統合 し

た評価となつているが、これを見直 し、後期高齢者以外の患者に合わせて別の評価体系とする (年齢に関係なく、薬剤服用歴管理指導料

と薬剤情報提供料による評価に統一する。)。

「Ⅲ-7-④ 」を参照のこと。
→ (参照)④ 後期高齢者薬剤服用歴管理指導料の見直し

現行の後期高齢者薬剤服用歴管理指導料については、後期高齢者以外の患者における薬剤服用歴管理指導料 (患者の薬歴を

踏まえた上での薬剤に関する基本的な説明と服薬指導に対する評価)と薬剤情報提供料 (「 お薬手帳」に薬剤情報や注意事項

を記載することに対する評価)を統合 した評価となつているが、これを見直し、後期高齢者以外の患者に合わせて別個の評価

体系とする (年齢に関係なく、薬剤服用歴管理指導料と薬剤情報提供料による評価に統一する。)。

34



第 2 具体的な内容

現  行 改定案

【後期高齢者薬剤服用歴管理指導料】

(処方せんの受付 1回につき) 35点
注 後期高齢者である患者について、次に掲げる指導等のすべ

てを行つた場合に算定する。

イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係

る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相

互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるものに

より患者に提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を

行うこと
口 処方された薬剤について、直接患者又はその家族等か

ら服薬状況等の情報を収集して薬剤服用歴に記録 し、こ

れに基づき薬剤の服用等に関し必要な指導を行うこと

ハ 調斉1日 、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、相互作

用その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載する
こと

【薬剤服用歴管理指導料】

(処方せんの受付 1回につき)30点
注 患者に対して、次に掲げる指導等のすべてを行つた場合に

算定する。
イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係

る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相

互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるものに

より患者に提供 し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を

行うこと
口 処方された薬剤について、直接患者又はその家族等か

ら服薬状況等の情報を収集して薬剤服用歴に記録 し、こ

れに基づき薬剤の服用等に関 し必要な指導を行うこと

【薬剤情報提供料】
(処方せんの受付 1回につき)15点
調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、相互作用その

他服用に際 して注意すべき事項を患者の求めに応じて手帳に記

載 した場合に、月 4回 (処方の内容に変更があつた場合は、そ

の変更後月4回 )に限り算定する

2.特に議論のあつた項目

(1)後期高齢者診療料関連

重複疾患を有 しやすい等の後期高齢者の特性に配慮 し、心身全体の管理を行う担当医の評価を行つたものであったが、こうした取組は高

齢者に限つて行われるべきものでないことから、廃止する。

その上で、本点数と機能が重複 している生活習慣病管理料について、年齢要件を廃止 し、全年齢を対象とする。

現  行 改定案

【後期高齢者診療料】
(1月 につき)       600点
【後期高齢者外来患者緊急入院診療加算】
(入院初日)        500点
【後期高齢者外来継続指導料】
(退院後最初の診療日)   200点

(廃止 )

(廃止 )

(廃止 )



(2)後期高齢者終末期相談支援料関連

終末期に関する医療従事者 との話 し合いについては国民からも望まれているものの、それを診療報酬上評価することについては国民的合

意が得 られていない。こうした検証結果を踏まえ、現在凍結されている後期高齢者終末期相談支援料を廃止する。

現  行 改定案

【後期高齢者終末期相談支援料 (医科)】

(1回限り)        200点
【後期高齢者終末期相談支援料 (調剤)】

(1回限り)        200点
【後期高齢者終末期相談支援加算】
(1回限り)        200点

(廃止 )

(廃止 )

(廃止 )

3 例外的な見直しを行う項目

(1)診療所後期高齢者医療管理料

有床診療所における初期加算の新設、医師配置加算の見直 し、入院基本料等加算の拡充に伴い、診療所後期高齢者医療管理料は廃止する。

なお、当該点数を算定 していた有床診療所については、介護保険サービスにおける短期入所療養介護の施設基準を満たすことから、引き続

き同様のサービスを提供することが可能である。
「重点課題 1-3-② 」の第 2の 1 の (4)を参照のこと。
→ (参照)有床診療所の一般病床が有する後方病床機能の評価

地域医療を支える有床診療所の一般病床において、急性期の入院医療を経た患者、状態が軽度悪化した在宅療養中の患者や介

護施設の入所者を受入れた場合の入院早期の評価を新設する。また、複数の医師を配置している場合の評価に関し、地域医療を支え
ている有床診療所についての評価を引き上げる。併せて、診療所後期高齢者医療管理料は廃止する。

(2)後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料

今回改定で新設される栄養サポー トチーム加算において、低栄養の高齢者に対する栄養管理の評価を含んでいることから、後期高齢者退

院時栄養・食事指導料は廃止する。
「重点課題 2-1-② 」の第 2の 2(2)を参照のこと。
→ (参照)(2)栄養サポー トチーム加算の新設に合わせ、後期高齢者退院時栄養・食事指導料は廃止する。

(3)後期高齢者総合評価加算

病状の安定が見込まれた後できるだけ早期に、基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等について総合的な機能評価を行うことを評1面 し

た後期高齢者総合評価加算について、名称から「後期高齢者」を削除するとともに、評価の内容に、退院後を見越した介護保険によるサー

ビスの必要性等を位置付け、対象者を65歳以上の患者等に拡大する。
「Ⅲ-6」 の第 2の 1 を参照のこと。
→ (参照)1 病状の安定が見込まれた後できるだけ早期に、基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等について総合的な機能評価を

行うことを評価 した後期高齢者総合評価加算について、名称から「後期高齢者」を削除するとともに、評価の内容に、退
院後を見越 した介護保険によるサービスの必要性等を位置付け、対象者を65歳以上の患者等に拡大する。



現  行 改定案

【後期高齢者総合評価加算】
(入院中 1回 )             50点
保険医療機関が、入院中の後期高齢者である患者に対 し

て、当該患者の基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等
について総合的な評価を行つた場合に、入院中 1回 に限り、

所定点数に加算する。

【総合評価加算】             改

(入院中 1回)            50点
保険医療機関が、入院中の患者 (65歳以上の者及び 40歳

以上 65歳未満の者であつて介護保険法 (平成 9年法律第

123号 )第 7条第 3号に規定する要介護者又は同条第 4号に

規定する要支援者に該当することが見込まれる者に限る)

に対 して、当該患者の基本的な日常生活能力、認知機能、

意欲、退院後の介護サービスの必要性等について総合的な

評価を行つた場合に、入院中 1回に限り、所定点数に加算

する。

(4)後期高齢者退院調整加算

後期高齢者退院調整加算について、急性期治療を受け、病状の安定が見込まれた患者について、必要に応 じて医療と介護が切れ目なく提

供されるよう、介護保険サービスの活用も含めて支援する観点から、名称から「後期高齢者」を削除するとともに、対象者を65歳以上の患

者等に拡大する。
「重点課題 2-3-① 」の第 2の 2 を参照のこと。
→ (参照)2主 に急性期医療を担う病棟における退院調整加算の新設

後期高齢者退院調整加算について、急性期治療を受け、病状の安定が見込まれた患者について、必要に応じて医療と介護が切

れ日なく提供されるよう、介護保険サービスの活用も含めて支援する観点から、名称変更及び対象年齢の拡大を行う。

改 急性期病棟等退院調整加算1   140点 (退院時1回 )

急性期病棟等退院調整加算2  100点 (退院時 l Enll)

[対象患者]

65歳以上の患者又は40歳以上の特定疾病を有する患者であつて、一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料 (一般

病棟)又は専門病院入院基本料 (いずれも特定入院基本料を除く。)を算定している患者c

[算定要件]

適切なサービスの選択や手続き等について、患者及び患者家族に必要な情報提供や、適切な施設への転院等の手続きを

行つた場合に算定する。

[施設基準]

急性期病棟等退院調整加算1:退院調整部門が設置されており、退院調整に関する経験を有する専従の看護師及び専任の

社会福祉士又は専任の看護師及び専従の社会福祉士が配置されていること。

急性期病棟等退院調整加算2:退院調整部門が設置されており、退院調整に関する経験を有する専従の看護師又は社会

福祉士が1名 以上配置されていること。



ポイント

○ 我が国の医療提供体制に関する法制度は、
口医療法 :医業を行う場所を病院 (20床以上の病床を有するもの)と診療所 (病床を有さないもの

又は19床以下の病床を有するもの)に限定するなど、医療施設等について規定
口医師法、保健師助産師看護師法等 :医師、看護師等の資格・業務等について規定

を中心として構築されている。

○ 医療提供体制の確保を図るため、各都道府県において、国が定める基本方針・地域の実情を

踏まえて医療計画を策定している。

基本データ

○ 医療施設数=病院 :8,794、 診療所 :99,083、 歯科診療所 :67,779(平成20年 )

○ 病床規模別病院数=500床～ :468、 300～ 499床 :1,111、 100～ 299床 :3,876、 20～ 99床 :

3,339(平成20年 )

○ 医療関係者数=医師 :286,699人、歯科医師 :99,426人、薬剤師 :267,751人 、看護師 :

882,819人  (平成20年、看護師については平成19年 )



医療施設数日病院病床数の年次推移

○病院施設総数は、平成2年の 10′096病院をピークに約1割減少し、平成20年で8′794病院。

○有床診療所が大幅に減少する一方で、無床診療所は、有床診療所の無床化等により大幅に増加。

○病院の病床数は、1′ 609′403床で、ピーク時よりも77′293床減少している。

一般診療所
各年10月 1日 現在

349,321床 (精神)

339,358床 (療養)

9,502床

1987         '90          '93          '96          '99         2002         '05          '08

昭和    平成     5      8      11     14     17     20
62年      2
注 :1)「一般病床」は、昭和59年～平成4年は「その他の病床」であり、平成5年～平成12年

は「その他の病床」のうち「療養型病床群」を除いたものであり、平成 13・ 14年 は「一般
病床」及び「経過的旧その他の病床 (経過的 1日 療養型病床群を除く。)」である。

2)「療養病床」は、平成12年までは「療養型病床群」であり、平成 13・ 14年は「療養病
床」及び「経過的旧療養型病床群」である。
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○ 人口lo万人当たりの病院病床数は、全国平均は1260.4床で、前年に比べて7.6床減少。

都道府県別にみると、最多は高知県 (2477.9床 )、 最少は神奈川県(832.2床 )。

○ 病院平均在院日数は、全国平均で33.8日 で、前年に比べ0.3日 短い。

都道府県別にみると、最長は高知県 (53.4日 )、 最短は東京都 (26.0日 )。
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ギリシャ※ 1
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スウエーデン※ 1

チエコ

オリレトガ〕レ

ドイツ

フランス

デンマーク※1

スロバキア※2

0ECD(単 純平均 )
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フィンランド※ 1

ルクセンブルク
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ハンガリー
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韓国
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24

2.3
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面

2

2.0

0.0

〉(1  2006   ※2 2004
注1 単純平均とは、各国の人口当たり医師数の合計を国数で割つた数のこと。

注2加 重平均とは、全医師数を全人口で害1った数のこと。

注3-部 の国では、臨床医数ではなく総医師数を用いている。
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OECD Health Date 2009(平 成 21年 )より



(凡例 )人口10万人当たり医師数

目田240以上

爾m220以上240未満

回
200以上22o未満

□
180以上200未満

■
180未満

И
牛

(出典)医師田歯科医師・薬剤師調査



○ 多くの診療科で増加傾向。

O外 科、産婦人科は減少傾向にあつたが、平成20年は増加に転じた。
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国名
平均在院

日数

人口千人

当たり

病床数

病床百床

当たり

医師数

人口千人

当たり

医師数

病床百床

当たり

看護職員数

人口千人

当たり

看護職員数

日本 34.1 13.9 14.9 2.1 66.8 9.3

ドイツ 10.1 8.2 42.5 3.5 120。 7 9.9

フランス 13.2 7.1 47ぃ 2 3.4 108.2 7.7

イギリス 8由 1 3.4 72.7 2口 5 294.2 10.0

アメリカ 6.3 3.1 77.5 2.4 337.2 10.6

):10ECD Health Data 2009 ※ 医 について、日本 は2006年のデー(出

※

※

病床百床当たり医師数、病床百床当たり看護職員数については医師数、看護職員数を病床数で単純に割つて百をかけた数値である。

平均在院日数の算定の対象病床はOECDの統計上、以下の範囲となつている。

日本 :全病院の病床  ドイツ:急性期病床、精神病床、予防治療施設及びリハビリ施設の病床 (ナーシングホームの病床を除く)

フランス:急性期病床、長期病床、精神病床、その他の病床  イギリス:NHSの全病床 (長期病床を除く)

アメリカ:AHA(Amettcan Hospた al Assochtbn)に登録されている全病院の病床




